
「 人の事 見た目で決めちゃ いけないよ 」人権標語 博多小学校６年生の作品 

 

          

        

    

  

   

     

   

      

 

  

  

    

 

   

   

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

   

   

   

  

 

 

 

公 民 館 講 座 の お 知 ら せ 

ふくコミ しっとく博多区 

☆ トコトコ広場（乳幼児ふれあい学級） 
日時：5 月２０日（水）10：30 受付  

場所：大浜公民館 １階講堂 

内容：お母さんの健康づくりと虫歯予防 

講師：大浜地区担当保健師 丸吉 百合恵さん 

 

月 大大浜浜公公民民館館だだよよりり  
福 岡 市 大 浜 公 民 館    

〒812-0034 

福岡市博多区下呉服町１０－１５ 

 281-0343 Fax 262-4619 

 oohama6@the ia .ocn .ne . jp  

 

LANE登録用
２次元コード 

5 月 の 行 事 予 定 

日 曜日 内  容 

3～5 日～火 G . W の た め 臨 時 休 館 

7 木 ふれあいネットワーク定例会 10：30～ 

13 水 子 育 て サ ロ ン 10：30～ 

18 月 ふ れ あ い サ ロ ン 13：30～ 

20 水 ト コ ト コ 広 場 10：30～ 

27 水 子 育 て サ ロ ン 10：30～ 

 

小学校・中学校運動会予定 

 
＊博 多 中 学 校 体 育 祭 

５月１７日（日）予備日：5 月２３日（土） 
＊博 多 小 学 校 運 動 会  

５月２４日（日）予備日：５月３1 日（日） 

♧ 5 月資源回収日のご案内 

日時：5 月 2３日（土）1１：00～(雨天時は中止) 
※1１：00 から委員会で回収に廻ります。取り残しが

発生していますので、必ず 1１：00 までに回収しやす
い場所、もしくは公民館駐車場までにお出しください。
ご協力お願いいたします。 
回収できるもの  
♦段ボール、新聞紙など古紙類 
（ひもで十字に、しばってください。） 
♦アルミ缶のみ（軽く洗って出してください） 
♦ビール瓶・一升ビン（茶褐色、緑色のみ） 
主催：大浜資源回収委員会 

福 祉 の 総 合 相 談 窓 口 「 ぬ く も り の 窓 口 」 

暮 ら し の 中 で 困 っ て い る こ と 、 あ り ま せ ん か ？ 

 博多区では、博多区にお住まいの方やそのご家族が、

福祉に関する様々な相談ができる福祉の総合相談窓口

を開設しています。介護、医療、障がい、住まい、仕

事や収入など、様々なお困りごとをじっくりお聴きし

て、支援につながるお手伝いをします。「相談先が分か

らない」「困りごとが多くて整理できない」方も、まず

は、下記までお気軽にお問い合わせください。 

<相談・問い合わせ先> 

支援調整課（博多区役所４階） 

電話 092-402-2809  

FAX 092-402-2836 

ぬくもりの窓口 

区役所・出張所に行かずに手続き マイナンバーカード申

請やマイナ保険証利用登録等の手続きをサポートします。 

公民館でカードを申請すると、後日、ご自宅に届くので大変
便利です。※要予約。初めてカード申請をされる方で、必要な
本人確認書類が揃っている場合に限ります。また、カードをお

持ちの方には、マイナ保険証利用登録や公金受取口座登録

の手続きをサポートします（予約不要）。 
※カードや電子証明書の更新手続きは、公民館ではできません。 

【 日 時 】 令和８年５月１２日（火曜日）１０時～１２時 
【 会 場 】 大浜公民館 １階講堂・学習室 
【 対象者 】 博多区に住民票のある方 
【予約終了日】 ５月１日（金曜日） 
【予約受付】 福岡市マイナンバーカード総合コールセンター 
 TEL ０９２－６００－２４０２ （９：００～１８：００） 
必要なもの：事前にコールセンターにお問い合わせください。 
 

新 書 購 入 の ご 案 内  

「ゲーテはすべてを言った」 鈴木 結生 

「成瀬は都をかけ抜ける」 宮島 未奈 

「カフェーの帰り道」   嶋津 輝 

「水車小屋のネネ」   津村 記久子 

「逃亡者は北へ向かう」 柚月 裕子 

「永遠と横道世之介」(上)・(下) 吉田 修一 

「遊園地ぐるぐるめ」  青山 美智子 

「傲慢と善良」     辻村 深月 

※新書貸し出し期間 
２ 週 間 

 

５月３１日(日)は、利用申込がないときは臨時休館します 
この日に利用を希望される場合は、５月２１日（木）正午ま

でにご連絡をお願いします。 

【公民館の休館日について】 

令和８年６月から、市内全公民館の休館日が変わりま

す。新たに休館となる日を活用して、施設の清掃や保守点

検、職員研修を行います。 

【 変 更 点 】 

 公民館の休館日は、現在、年末年始（12/29～1/3）の６

日間ですが、令和８年６月から、毎月末日も、休館日になりま

す。 また、利用申請がない場合は臨時休館としていた5/3～

5/5 と 8/13～8/15 も、休館日になります。ご不便をおかけ

しますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

なお、定例休館日に地域行事で開館が必要な場合は、公

民館へご相談ください 


